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第１章 計画策定にあたって 

 

Ⅰ.計画策定の趣旨 

① ジェンダー平等の現状と重要性 

2015 年に国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」において、ジェンダー平等は最

重要課題の一つであり、すべての政策にジェンダー平等の視点を取り入れる「ジェンダー主流化」が基

本原則とされています。これは SDGs 達成の前提条件であり、その実現に向けた取組が世界中で加速し

ています。 

しかし、日本の男女格差の改善は遅れています。2025 年に世界経済フォーラムが公表したジェンダー

ギャップ指数では、日本は 148 カ国中 118 位と低迷しています。教育や健康分野では比較的高い評価を

得ているものの、政治や経済分野では先進国の中で最低レベルに留まっており、ジェンダー平等に向け

たさらなる推進は喫緊の課題となっています。 

 

② 国・県・伊賀市の取組 

国の「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2025（女性版骨太の方針 2025）」においては、「女性に選

ばれ、女性が活躍できる地域づくり」などを重点方針として掲げており、地方におけるジェンダーギャ

ップ解消の重要性が示されました。2025 年度には「第６次男女共同参画基本計画」の策定も予定されて

おり、女性の活躍推進や多様な価値観への対応が課題とされています。 

また、三重県は、令和３年策定の「第３次三重県男女共同参画基本計画」により女性活躍を推進して

います。しかし、特に経済分野でのジェンダーギャップの大きさが指摘されており、その解消を中心と

した「三重県ジェンダーギャップ解消基本戦略（仮称）」が年度内に策定予定です。課題を可視化し、

社会全体の構造変革をオール三重で取り組んでいくことを目的としています。 

「第３次伊賀市総合計画」においては、一人ひとりが幸せを実感できる多様性・公正性・包摂性のあ

る社会を築くことをめざしています。その中で、男女共同参画については、性別に関わらず、誰もがあ

らゆる場で活躍できる社会の実現をめざしています。 

 

③ 伊賀市の計画と課題 

伊賀市は、2006 年に第一次「伊賀市男女共同参画計画」を策定して以降、社会情勢の変化に応じて継

続的に改定し、男女共同参画の推進に取り組んできました。現計画においても３つの目標に沿って概ね

計画どおり取り組んだ結果、一定の成果に繋げることができましたが、なお課題が残っているのが現状

です。 

2024 年度に実施した市民意識調査では、性別役割分担意識は改善傾向にあるものの、社会慣習や制度

における男性優遇の意識が依然として根強く残っていることが明らかになりました。また、女性の就業

やキャリアアップを妨げる最大の障壁は家事・育児の負担と認識されており、若年層でも性別役割分担

意識を持つ割合が一定数存在する事も課題です。さらに、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）に関

する設問からは、被害者支援体制の整備が不十分であることが浮き彫りになりました。2024 年に施行さ

れた「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づき、体制のさらなる充実が求められてい

ます。 

これらの課題を踏まえ、今後の計画を策定していく必要があります。 
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・ジェンダー平等について 
 

ジェンダーとは、社会的に形成された性別ごとの役割や行動、価値観のことで、「社会的性別」

ともいいます。ジェンダーに基づく固定的役割分担や偏見（ジェンダーギャップ）は、「男らしさ」

「女らしさ」といった無意識の思い込みとして、今なお社会に深く根付いています。ジェンダー平

等は、このジェンダーギャップが解消した状態を表し、ジェンダー平等の推進とは、無意識の偏見

を改めて意識し、根本から解消していくことを指します。 

また男女共同参画とは、男女平等を前提に、男女がそれぞれの個性に基づいて能力を十分に発揮

できる機会を保障することです。ジェンダー平等の達成は、社会の構造的な障壁を取り除くため、

男女共同参画社会の実現へと直結する道筋となるのです。 
 

 

・ウェルビーイングとジェンダー平等 

 

ウェルビーイングとは、身体・精神・社会的なつながりを含む、包括的で持続的な「良好な状

態」のことです。 

しかし、ジェンダーに基づく不平等が存在する社会では、賃金格差や無償労働の偏り、意思決定

の場への参加機会が無いなどの障壁に直面することとなり、「良好な状態」が遠のいてしまいま

す。 

ジェンダー平等を実現することは、こうした社会的障壁を取り除くことにつながります。誰もが

性別に縛られず、自分らしい選択に基づき、自己実現や良好な人間関係を通じてウェルビーイング

を追求できる社会をめざすことができます。 

 

 

・性の多様性とジェンダー平等 

 

私たちの性のあり方は実に多様で、さまざまな形をしています。 

性的指向とジェンダーアイデンティティの多様性を認め合う動きは広がりつつも、多様性への理

解は必ずしも十分ではない現状が問題となっています。 

そして、「男らしさ」や「女らしさ」といった固定観念は依然として根強く残っており、こうし

た意識に基づく差別や偏見もまた、性の多様性を尊重する社会の実現を困難にしています。 

ジェンダーギャップの解消は、性の多様性への理解を深めることにつながります。そして、性の

多様性を認め合うことは、ジェンダー平等のさらなる推進につながると考えられます。 
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Ⅱ.伊賀市を取り巻く現状 

 

① 人口の状況 

伊賀市の人口推移をみると、令和７年の総人口は 84,060 人で、令和３年から 5,202 人減少していま

す。年齢３区分別人口比率の推移では、年少人口（０～14 歳）は減少する一方、老齢人口（65 歳以上）

は増加しており、少子高齢化がさらに進んでいることがうかがえます。 
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② 世帯の状況 

伊賀市の平均世帯人数は減少し続けており、平成 12 年の 3.1 人から令和２年には 2.3 人になってい

ます。世帯構成でみると、「単独世帯」と「核家族」の割合が増えており、令和２年には特に「単身世

帯」が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,272 8,578 9,384 9,362 
12,849 

15,896 
17,148 17,322 17,451 

18,084 

6,420 
5,479 

5,534 4,470 

3,260 
3,186 

3,415 2,675 
2,305 

2,345 

3.1
2.9 2.8 2.7

2.3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H12 H17 H22 H27 R2

世帯構成の変化

単身世帯 核家族 三世代 その他 平均世帯人数

世帯人数



 

- 6 - 

 

③ 就業の状況 

伊賀市の女性の年齢別就業率をみると、30 歳代前半で就業率が落ち込むＭ字カーブはほぼ解消してい

ます。また、60歳以上の就業率は増加傾向にあります。 

このことから、働く女性に対して生涯を通じた健康づくりの重要性が増していると考えられます。 

 

 

 

④ 市議会議員の比率と審議会等への女性の登用率 

市議会議員の比率や審議会等委員の女性登用率は増加傾向にありますが、いまだ３割程度に留まって

います。 

意思決定機関におけるジェンダーバランスの偏りを無くし、視点の多様性が損なわれることによって

不利益を被る市民を減らすよう、女性が参画しやすい環境を作っていくことが求められます。
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⑤ 男女の地位の平等感 

家庭内や職場内では平等と感じている市民の割合は３～４割程度となっていますが、社会通念･慣習･

しきたりでは 67.4％の市民が男性優遇と感じていることをはじめ、全体的に男性優遇と感じられていま

す。 

市民や地域と共に不平等感の解消に向けて取り組んでいくことが重要です。 

 
 

⑥ 女性が職業を持つうえで支障となること 

家事や育児、介護を支障になっていると感じている市民の割合が 20～40％となっており、また、それ

に対する施設や制度が整っていないと感じている市民の割合が３割弱となっています。 

このことから、家事や育児、介護に対する支援や、家庭内や職場内でのジェンダー平等意識の向上が

求められます。 
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